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SCOPE発行20周年記念特集 

SCOPEの第1号が発行されたのが2001年7月。

おかげさまで、20周年を迎えることができました。

今月号では発行20周年を記念して、改めて辻・本郷グループの

サービスをご紹介いたします。

専門分野に特化した
辻・本郷グループの総合力All 
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幅広くやってますが、すべてはお客様のニーズが始まりです。

「専門性」と「総合力」、そして「DX化」を目指してやっております。

気になることがありましたら、何なりとお話をお聞かせください。

辻・本郷 税理士法人 理事長　徳田 孝司

M&Aをスムーズに
進めるコツは？

病院の税務について
相談したい

リスクの少ない
資産運用をしたいうちの会社に合う

会計システムは？

相続や生前贈与について
相談したい

給与計算の
アウトソーシングをしたい

子会社をなるべく早く
設立したい

遺言は
どう書けばいいの？

経営を次世代へ
譲りたいたい

海外進出を
考えている

PERSONAL

介護施設を作ろうと
考えている
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法人決算や税務申告にとどまらず、
税務に関する総合的なご相談にお応えします。

法人税務顧問サービス

法人向け税務サービス

医療機関や公益法人など、パブリックな法人に対して、
税務を中心としたビジネスコンサルティングを展開しています。

パブリック法人向け税務サービス

Service Field:

社長にとって話しやすい相談相手・ビジネス
パートナーとして、財務・税務に関する課題、
そして会社経営上の多くの問題点を共有しな
がら、最適な解決策をご提案します。

顧問税理士の判断以外に、他の税理
士に意見を求めるセカンドオピニオ
ンサービスです。国税OBもおります
ので、幅広い経験から質の高い意見
を聞きたいお客様のご要望にお応え
します。

税務に関する悩みごとを、
気軽にスピーディに相談
したい。

株式会社以外の法人運営
に関して相談したい。

長年付き合っている税理
士さんとは別の専門家の
意見を聞いてみたい。

楮原 達也

法人ソリューショングループ

伊藤 健司

夏賀 弘次 齊藤 泰彰

宮島 亮 小尾 太志

安積 健 片 ユカ

医療分野に特化した専門チームが、
医院開業から医業承継までのライ
フステージに応じて、適切なアドバ
イス、コーディネートを行います。

設立のサポートから法人運営
に関する課題解決まで、半世
紀にわたる豊富なキャリアを
活かし、社団・財団法人様へサ
ポート業務を展開しています。

社会福祉法人の会計・税務の
ご支援はもちろん、設立、組織
再編、各種公募支援まで支援
歴30年以上のノウハウを活か
し、幅広くご支援いたします。

全国に拠点事務所があることを活か
して、地方公共団体が所在する地元
の事務所が担当するという「地域密
着」によるサービスを基本とし、税務
会計の専門家として会計と税務の両
面から支援を行っています。

Service Field:

Service Field:

Service Field:

Service Field:

Service Field:税務セカンドオピニオン

審理室

医療法人向けコンサルティング

公益法人向けコンサルティング

社会福祉法人向けコンサルティング

地方公共団体向けコンサルティング

須田 博行

ヘルスケア事業部

豊島 正寛 大谷 朋子

安藤 美和子

公益法人部

戸塚 裕也 古海 竜也

菊池 典明

社会福祉法人部

内田 真理子 中村 昌樹

田村 ひろ美

公会計部

有明 忍 盛田 道浩
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会社設立から事業承継やM&Aなど、
企業成長の様々な局面でサポートします。

法人向けビジネスソリューションサービス

社会保険等届出業務や給与計算業務
だけでなく、人事制度(給与規程/退職
金規程)構築のコンサルティングや労務
相談なども行っています。

Service Field:

Service Field:

「なるべく費用をかけずに会社設立したい」「面倒な手続きをア
ウトソーシングしたい」「子会社を設立したい」など、会社設立に
関する様々なご要望に対応しています。

「バックオフィスを中心としたクラウドサー
ビスの提供」「ITコンサルティング（電子帳
簿保存法、IT導入補助金）」「ソフトウェア
開発」を軸に、DX推進に向けお客様に
合わせた最適なソリューションのご提案・
導入支援を行っています。

Service Field:

Service Field:

成長戦略の実現や、事業承継問題の解決に必要
なM&Aに関する相談・実行支援を行っています。
また、組織再編やデュー・ディリジェンス、事業価
値評価なども提供しており、グループの総合力を
活かした支援を行っています。

子会社を設立して、事業を
多角化していきたい。

Service Field:

「国際取引」に関しては、複雑で細かい税務のルー
ルが定められており、税務当局も厳しいチェックを
しています。これからの海外展開にあたっては事前
の税務対応が不可欠です。辻・本郷では、国際税務
に精通した専門チームがお手伝いいたします。

Service Field:

後継者に自社株や事業用資産をいかに集中して承継する
か、後継者以外の親族が承継する財産とのバランスをどう
するか、将来相続が発生した際の納税資金確保など、様々
な要素から事業（経営）承継計画を立案、支援しています。

経営戦略に関する具体的
なアドバイスが欲しい。

海外との取引が増えてきて、現地法人の設立
について相談したい。

次世代へ
会社を
譲りたい。

人事や労務に関する煩雑な
業務を効率的に行いたい。

会計システムについて相談
したい。

黒仁田 健

辻・本郷 ＩＴコンサルティング株式会社

鬼澤 英 喜多村 映里

酒井 啓二

法人ソリューショングループ国際

池田 義典 佐藤 洋史

松浦 真義

事業承継コンサルティングセンター

村崎 一貴 佐藤 正太

土橋 道章

辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社

森永 良 槇 幸紘

高橋 紀行

辻・本郷 社会保険労務士法人

藤野 真由美 高橋 美穂

会社設立サポート

事業承継コンサルティング

M&Aアドバイザリー
（辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社）

人事・労務コンサルティング
（辻・本郷 社会保険労務士法人）

ITコンサルティング
（辻・本郷 ITコンサルティング株式会社）

国際税務コンサルティング

久和 大輝

会社設立センター

伊藤 慶英 宇都宮 健太
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相続税や遺言作成など、個人のお客様に
きめ細やかなサービスを提供します。

個人向けサービス

Service Field:

辻・本郷 相続センターは、全国62か所に展開し、年間2,300件以上の相
続税申告に対応をしております。相続発生後だけではなく、生前の相続
対策や贈与税申告など、相続に関するお悩みは何でもご相談ください。

Service Field:

「面倒な確定申告をストレスなく、スムーズに終えたい」
そんなお客様のためのシンプルでスピーディな代行サービス
です。ご自宅にいながら、確定申告と納税ができます。

Service Field:

信託とは、「委託者」が自ら所有する財産を、信頼で
きる「受託者」に託し、その財産から生じる成果を
「受益者」に給付するものです。資産承継のための
分かりやすい信託活用をサポートいたします。

Service Field:

「円滑に財産を承継したい」「相続人以外に遺贈したい」
そんな方のための、遺言書作成から相続税のご相談ま
で、「想い」を実現するためのお手伝いをしています。

相続税や生前贈与につい
て相談したい。

信託ってどんなメリットがあるの？

遺言作成だけではなくて、相続税も含めて相談したい。

確定申告は、自分でやると
時間がかかりすぎる…。

Service Field:

太陽光発電を中心とした再生エネルギーやオル
タナティブ資産をご案内する資産コンサルティン
グ、金額・エリアと柔軟な不動産、生損保コンサ
ルティング、経理代行業務と、幅広いニーズに対
応したサービスを、辻・本郷グループの一員として
展開しております。

リスクの少ない資産運用をしたい。

お気軽に、辻・本郷グループに
ご相談ください！

辻・本郷グループでは、「人」として、そして
「プロフェッショナル」として、信頼いただ
ける集団となることを目指して、日々取り組
んでいます。ビジネスや毎日の暮らしにお
いて、お悩みごとがありましたら、どうぞお
気軽にご相談ください。

受付時間9：00～17：30
※土日・祝日・年末年始除く

0120-730-706
お問い合わせ先

浅野 恵理

辻・本郷 相続センター

原 有美 山口 拓也

新宿ミライナタワー
事務所

寺門 千尋

延岡事務所
菊池 哲

長門事務所
近藤 雅洋

吉川 僚

株式会社アルファステップ

鈴江 学 中嶋 彪

木村 信夫

一般財団法人 辻・本郷 財産管理機構

堀口 邦彦 岩原 優美

鈴木 淳

相続部

清水 明佳

相続税申告・贈与税申告・相続税対策（辻・本郷 相続センター）

信託活用コンサルティング

遺言作成・遺産整理サポート
（一般財団法人 辻・本郷 財産管理機構）

所得税確定申告サービス

資産運用コンサルティング
（株式会社アルファステップ）
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株式会社平野製作所
代表取締役社長

平野里佳氏

辻・本郷  税理士法人が

お取り引きさせていただいている企業のトップにフォーカスし、

ビジネスパーソンとしての半生をご紹介いたします。

今回ご紹介するのは、食品加工機器メーカーである

株式会社平野製作所の代表取締役社長  平野里佳さん。

経営者としての歩みの一端をご覧ください。

President's 
Resume

17

国内シェアNo.1を誇る
食品加工機器メーカー

　野菜や果物などを様々な形状
にカットする業務用スライサー・
カッターを手掛けている食品加
工機器メーカー、株式会社平野製
作所。創業110年を超え刺身用の
つま切り機「つま一番」は全国の
スーパー、鮮魚店、居酒屋などに
導入され、発売以来47万台以上
を販売し国内シェアNo.1を誇っ
ています。その他にもパイナップ
ルをカットする「パインピラー」や
巻きずし用の「きゅうりカッター」
など、業界の定番といわれる製品
を多数生み出しています。代表取
締役社長の平野里佳さんは先代
の社長の娘さんで4代目です。平
野さんの経営者としての信条は、
会社として大切にしてきた理念
「修破離※」になります。

「修破離」の考え方のもとに

　修破離とは、基本を守り修め、
現状に甘んずることなく殻を打ち
破り、独自の境地を目指すことを
意味します。2年前に他界した先
代の社長は、1970年代に外食産
業の拡大を見越し、それまでカミ
ソリメーカーだった同社を刃物に
強い食品加工機器メーカーへとシ
フトさせ、他の追随を許さない独
自のポジションを築きました。平野
さんも修破離の信条のもと挑戦

を続けています。
　新卒で辻・本郷 税
理士法人に入社し、
財務の基本を修め、
辻・本郷退社後同社
では財務担当、事業
推進、経営へ、そして
母親業と両立しなが
ら独自の境地を邁進しています。
　商流としては代理店を通しての
販売も多く、お客様の「顔」が見え
づらいため、ショールームの開設
やホームページから新規の商談
を獲得するお客様との直接的な
接点を多数設けました。それによ
り、お客様のニーズを製品に反映
するだけでなく、他社では類を見
ないオリジナルのオーダーメイド
製品の開発や時代に合わせた大
型機の製造を進めています。
　「私たちは機械というカタチだ
けを提供しているのではなく、食
材のカットを通してお客様の課題
を解決するソリューションを提供
しています。お客様の声を一つひ
とつ伺い、その声にできる限りお
応えする。お客様のニーズは多様
化していますので、得意なオー
ダーメイド製品でご要望にお応え

青山学院大学国際政治経済学部卒業後
辻・本郷 税理士法人 入社
その後　株式会社平野製作所 入社
・2008年
財務担当取締役 就任
・2019年
代表取締役社長 就任

BIOGR A PH Y

基本を守り修め、

型を破り

独自の境地へ。

創業は1907年。国内自社工場による一貫生産
体制をもつ食品加工機器メーカー。オーダー
メイドや中・大型機など、お客様の多彩な要望
に応え、野菜・果物・乳製品・加工食品などの
カットの省力化と効率化を実現している。
https://w w w.hiranojp.com/
千葉県印旛郡栄町矢口神明2-4
TEL.0476-95-6311

株式会社平野製作所

することも多いです。その結果、食
材に合わせ刃物を変えるため製
品数は3,000種を超えています」

食べる幸せづくりに貢献

　これからは海外のマーケット
も視野にビジネス展開を行って
いきます。現在、韓国、タイ、ベト
ナム、インドネシア等に販売代理
店を持ち、着実に販路を拡大し
つつあります。
　「人間の根源的な営みである
『食』に携わることができ幸せで
誇りに思います。食べることは幸
せにつながると思うので、これか
らも世界の皆さまの食べる幸せ
づくりに貢献していきたいです」

※修破離：世阿弥が残した言葉ともいわれて
おり、守破離とも書きます。

しゅ は り

一瞬で芯と皮をカットする「オートパインカッター」
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社会保険労務士　蔵原  淳一

H U M A N R ESOU RCES

ヒ ュ ー マ ン
リ ソ ー ス コ ラ ム

　新型コロナウィルスワクチン接種は医療従事
者や高齢者等から優先的にスタートし、現在は
職域接種や自治体の集団接種と範囲が拡大され
ています。
　自社の社員がワクチン接種を受けることを想
定し、会社がどのような対応をするかを事前に検
討する必要があります。

1. 労働時間の取扱いについて
　ワクチン接種に要する時間については、「ノーワー
ク・ノーペイ」が適用されるためその時間を無給とす
ることができます。
　しかしながら、職場における感染防止の観点から
迅速に社員がワクチン接種を受けることができるよ
う体制を整える必要があります。
　厚労省Ｑ＆Ａでは次のような取り扱いが望ましいと
しています。

・特段のペナルティなく労働者の中抜け（ワクチン
接種の時間につき、労務から離れることを認め、
その分終業時刻の繰り下げを行うことなど）を認
めること

・出勤みなし（ワクチン接種の時間につき、労務から
離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労
働したものとして取り扱うこと）を認めること

2. ワクチン休暇について
　ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合
を想定してワクチン休暇を創設する企業も増えてい
ます。厚労省Ｑ＆Ａでは次のような取り扱いが望まし
いとしています。

・特別な休暇制度の新設
・既存の病気休暇や失効年休積立制度（失効した年
次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等
に使えるようにする制度）等をこれらの場面にも活
用できるよう見直すこと

　なお、ワクチン接種を受けるか否かについては最
終的には個人の判断に委ねられています。
　ワクチン接種を受けやすくする環境を整える一方
で、接種の強制や接種を受けない人に対する差別的
な扱いがないよう配慮する必要があります。

ワクチン接種に関する休暇や
労働時間の取り扱いについて

　相続税の計算の第一歩は基礎控除を知ることから始ま
ります。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の
数で計算され、この金額よりも財産が多ければ相続税の申
告が必要となります。
　次に財産がいくらあるかを計算します。実際の相続税申
告時には決められた評価方法に従い評価をしていきます
が、ご自身での試算時にはある程度アバウトに財産を積み
上げていただければと思います。
　最後に、財産額から基礎控除を
引き、それを法定相続分で分けたと
した金額にそれぞれ税率を掛けま
す。ここで算出された額を合計した
ものが相続税の総額となります。
　文章だけでは中々理解しづらいの
で動画にてご確認いただき、ぜひご
自身の相続税を計算してみてくださ
い。
　実際の申告要否のための計算や
正確な相続税の試算が必要でした
ら、辻・本郷 相続センターまでご連
絡ください。

あなたにもできる!! 
相続税の計算を実際にやってみよう!
【計算方法を解説】

今月のテーマ

①前提事項（家族関係と基礎控除）
②所有財産の確認と集計（土地・建物、預貯金など）
③相続税額の計算（相続税の税率・総額、納税額）

辻・本郷 税理士法人
YouTubeチャンネルの
視聴・登録はコチラ

今月のテーマの
動画はこちらから！

　最適な贈与額とは？
～税理士が解説する
相続税と贈与税の税率
〈 どっちが得なの？ 〉～

　相続の際の
〈 養子と代襲相続人 〉の関係

動画のポイント

山口 拓也
埼玉エリア

シニアパートナー
辻・本郷のYouTubeチャンネルを担当

趣味は釣りとマラソン

関連動画も公開中！
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　ある人から相談されました。その人の推定相続人は、長男と次男の二人です。財産は、自
宅の土地・建物で4,000万円、預金1,000万円あり、それ以外の生命保険金1,000万円は
次男が受取人となっていました。遺産分割協議で長男が自宅をもらい、次男が預金1,000
万円と死亡保険金1,000万円をもらいます。これで万全かどうかですが・・・。
　次男は表面的に2,000万円の財産をもらったうえに、不公平だと主張してきた場合に
は、預金に加えてさらに1,500万円の請求ができます。
　なぜか？ それは、死亡保険金の1,000万円は相続税の対象にはなりますが、民法上は
受取人である次男の固有の財産となるからです。ということは遺産としては自宅の4,000
万円と預金の1,000万円ですから、合計5,000万円です。この場合の法定相続分は5,000
万円×1/2＝2,500万円―1,000万円＝1,500万円さらに請求できることになるからです。
次男は結局、1,000万円＋1,000万円＋1,500万円＝3,500万円取得することも可能です。

トレンドワードでもある《働き方改革》の推進に欠かせない生産性の向上について、
辻・本郷 税理士法人が利用している役立つツールや取り組み事例を紹介します。

えびちゃんの

前回は、勤怠管理のデジタル化についてお話しましたが、勤怠管理を行うのに
は欠かせない『打刻機器』についてお話します。さまざまな種類や特徴があるの
で参考にしてみてくださいね。

従業員の出入り口に打刻機と紙のタイムカードを置いて、毎月回収して集計
作業をしているわ。

えびちゃん

1つ目は、『ICカード打刻』。従来の
打刻方法に近いのでデジタルに不
慣れな方にもおススメです。
2つ目は、『モバイルGPS打刻』。ス
マホのGPS機能を使って打刻しま
す。外回りの営業職の方におススメ
です。

3つ目は、『入退室管理システム連
動打刻』。セキュリティ対策のため
のシステムとの連携で最初の入退
室履歴が出勤、最後の入退室履歴
が退勤として打刻されます。
4つ目は、『生体認証打刻』。不正打
刻を防ぎたいならオススメです。指
静脈打刻・指紋打刻・指ハイブリッ
ド認証・顔認証・カメレオンコード
認証など様々な種類がありますよ。

えびちゃん

打刻については、1つに絞らなくても大丈夫ですよ。例えば内勤者は『IDカード
打刻』、外回りの営業職は『モバイルGPS打刻』のように使い分けることも可能
です。詳しくは、顧問担当または、私までご連絡ください！ えびちゃん

#1 8

さらに詳しく知りたい方は、辻・本郷 税理士法人 経営企画室 システムグループ
海老原（えびちゃん）まで　  a.ebihara@ht-tax.or.jp

打刻機器

1 生命保険の誤解

　相続が起こる前であれば、いつでも受取人を変更できます。先ほどの次男受取人の生
命保険金の受取人を長男にしたらどうでしょうか。
　合計5,0 0 0万円の遺産に対しての法定相続分は5,0 0 0万円×1/2＝2,5 0 0万円―
1,000万円＝1,500万円を次男は請求できます。ここまでは先ほどと同じです。違うの
は死亡保険金の受取人は長男ですから、長男はその保険金と手持資金の50 0万円を
足して1,500万円を支払うことができます。

2 受取人は変更できる

　契約者・被保険者がご主人で受取人が妻であるケースは、配偶者には税額軽減の特例が
あるので受取人を妻⇒子供に変えることにより、子供の納税財源を増やすことができます。
　また、契約者・被保険者がご主人で受取人が孫であるケースは、孫は法定相続人では
ないので一人500万円の非課税が使えませんし、相続税も二割加算となります。この場
合には受取人を孫⇒子に変更するだけで非課税が使えます。相続税申告ではこのよう
なケースが多々あります。受取人が誰かにより天国（？）と地獄（？）にもなりえますの
で、親がどのような保険に入っているかを親子で再度見直しをすることをお勧めします。

3 親子で保険内容の見直しを

『生命保険、その受取人を誰にするかが大事です！』

相談者

たくさんあるわね、どれがオススメかしら？
相談者
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事務所一覧

札幌事務所

青森事務所

八戸事務所

秋田事務所

久慈事務所

盛岡事務所

遠野事務所

一関事務所

仙台事務所

福島事務所

郡山事務所

いわき事務所

新潟事務所

上越事務所

宇都宮事務所

水戸事務所

高崎事務所

熊谷事務所

大宮事務所

越谷事務所

川口事務所

所沢事務所

柏事務所

千葉事務所

船橋事務所

亀戸事務所

北千住事務所

秋葉原事務所

東京事務所

神田事務所

蒲田事務所

池袋事務所

新宿センター
ビル事務所
新宿ミライナ
タワー事務所

新宿HR事務所

代々木事務所

渋谷事務所

練馬事務所

吉祥寺事務所

立川事務所

府中事務所

町田事務所

横浜事務所

横浜スカイビル
事務所
センター南
事務所

大和事務所

湘南事務所

小田原事務所

甲府事務所

甲府中央事務所

大月事務所

長野事務所

静岡事務所

伊東事務所

豊橋事務所

名古屋事務所

四日市事務所

京都事務所

関西事務所

神戸事務所

岡山事務所

広島事務所

長門事務所

北九州事務所

福岡事務所

大分事務所

熊本事務所

延岡事務所

鹿児島事務所

沖縄事務所

〒010-0954 秋田県秋田市山王沼田町6-34
TEL.018-862-3019　FAX.018-862-3944

〒028-0064 岩手県久慈市八日町2-8 中野ビル2階
TEL.0194-53-1185　FAX.0194-53-1330

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通2-11-18 明治中央通ビル5階
TEL.019-604-6868　FAX.019-604-6866

〒028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩16地割31-8
TEL.0198-63-1313　FAX.0198-63-1317

〒021-0893 岩手県一関市地主町2-29 一関中央ビル2階
TEL.0191-21-1186　FAX.0191-26-1665

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-2-1 青葉通プラザ2階
TEL.022-263-7741　FAX.022-263-7742

〒960-8031 福島県福島市栄町1-35 福島キャピタルフロント7階
TEL.024-525-8177 　FAX.024-525-8178

〒963-8002 福島県郡山市駅前1-15-6 明治安田生命郡山ビル5階
TEL.024-927-0881　FAX.024-927-0882

〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-3-28 パーク新潟東大通ビル5階
TEL.025-255-5022　FAX.025-248-9177

〒943-0892 新潟県上越市寺町3-8-8
TEL.025-524-3239　FAX.025-524-3187

〒310-0903 茨城県水戸市堀町1163-7 
TEL.029-252-7775　FAX.029-254-7094

〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り4-2-10 宇都宮駅前ビル6階
TEL.028-600-5770　FAX.028-600-5771

〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波3-4 熊谷朝日八十二ビル7階
TEL.048-599-3071　FAX.048-599-3072

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階
TEL.048-650-5211　FAX.048-650-5212

〒343-0808 埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅II 202号
TEL.048-960-1751　FAX.048-960-1752

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-10-3 みどりビルディング4階
TEL.050-3612-3341

〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町15-14 所沢第一生命ビルディング5階
TEL.04-2940-1950　FAX.04-2940-1951

〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル7階
TEL.043-227-7610　FAX.043-227-7611

〒971-8162 福島県いわき市小名浜花畑町11-3 カネマンビル2階
TEL.0246-73-1800　FAX.0246-73-1801

〒277-0023 千葉県柏市中央1-1-1 ちばぎん柏ビル4階
TEL.04-7165-8801　FAX.04-7165-8802

〒273-0005 千葉県船橋市本町4-40-23 SADOYA SOUTHERN TERRACE6階
TEL.047-460-0107　FAX.047-460-0108

〒120-0036 東京都足立区千住仲町40-11 朝日生命北千住ビル7階
TEL.03-5284-2030　FAX.03-5284-2031

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-31-10 コクブ亀戸ビル3階
TEL.03-3638-1822　FAX.03-3638-8665

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-19 新秋葉原ビル6階
TEL.03-5289-0818　FAX.03-5289-0819

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-7-7 東京西池袋ビルディング12階
TEL.03-5396-7491　FAX.03-5396-7492

〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-44-7 西蒲田T・Oビル5階
TEL.050-3612-3342

〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階
TEL.03-5323-3301（代表）　FAX.03-5323-3302

〒100-6920 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング20階
TEL.03-6860-5051　FAX.050-3730-6208

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-20-3 小鍛冶ビル8階
TEL.03-5296-9057　FAX.03-5296-9058

〒163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル31階
TEL.03-5323-3323　FAX.03-5323-3550

〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西4-1 北海道ビル7階
TEL.011-272-1031　FAX.011-272-1032

〒030-0861 青森県青森市長島2-13-1 AQUA青森スクエアビル4階
TEL.017-777-8581　FAX.017-721-6781

〒031-0072 青森県八戸市城下4-25-5
TEL.0178-45-1131　FAX.0178-45-5160

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-1 世界堂ビル7階
TEL.03-5361-8060　FAX.050-3730-0417

〒370-0841 群馬県高崎市栄町3-23 高崎タワー21  2階
TEL.027-310-5650　FAX.027-310-5651

〒194-0021 東京都町田市中町1-1-16 東京建物町田ビル9階
TEL.042-710-6920　FAX.042-710-6921

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル3階
TEL.045-328-1557　FAX.045-328-1558

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 スカイビル24階
TEL.045-450-1220　FAX.045-450-1221

〒242-0017 神奈川県大和市大和東3-8-16
TEL.046-262-8332　FAX.046-262-5650

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央17-26 ビクトリアセンター南2階
TEL.045-947-0570　FAX.045-947-0577

〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢4-3 日本生命南藤沢ビル4階
TEL.0466-55-0012　FAX.0466-55-0032

〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階
TEL.0465-40-2100　FAX.0465-40-2101

〒400-0046 山梨県甲府市下石田2-5-9
TEL.055-298-6007　FAX.055-298-6008

〒400-0845 山梨県甲府市上今井町684-6
TEL.055-241-7522　FAX.055-241-7578

〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津642-4
TEL.0555-72-0505　FAX.0555-72-0905

〒414-0002 静岡県伊東市湯川1-3-3 上條ビル5階
TEL.0557-37-6706　FAX.0557-37-8988

〒 380-0921 長野県長野市栗田1000-1 長栄長野東口ビル6階
TEL.026-291-6066　FAX.026-291-6067

〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町11-30 エクセルワード静岡ビル13階
TEL.050-3612-3344　FAX.050-3737-1087

〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通3-60 豊橋イーストビル6階
TEL.0532-54-3000　FAX.0532-54-3002

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-2-29 名古屋広小路プレイス5階
TEL.052-269-0712　FAX.052-269-0713

〒510-0072 三重県四日市市九の城町7-7
TEL.059-352-7622　FAX.059-351-2988

〒600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町79番地 ヤサカ四条烏丸ビル6階
TEL.075-255-2538　FAX.075-255-2539

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビル6階
TEL.06-6110-5875　FAX.06-6110-5876

〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-10 オリックス神戸三宮ビル10階
TEL.078-261-0101　FAX.078-261-0120

〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1-1-15 岡山桃太郎大通りビル7階
TEL.086-226-8555　FAX.086-226-8556

〒730-0032 広島県広島市中区立町1-24 有信ビル 5階 
TEL.082-553-8220　FAX.082-553-8221

〒759-4106 山口県長門市仙崎1031-210 
TEL.0837-26-0457　FAX.0837-26-5020

〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-2-26 日幸北九州ビル4階
TEL.093-512-5760　FAX.093-512-5761

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル8階
TEL.092-477-2380　FAX.092-477-2381

〒870-0035 大分県大分市中央町1-1-3 朝日生命大分ビル4階
TEL.097-532-2748　FAX.097-538-7006

〒882-0823 宮崎県延岡市中町1-2-8 和光中町ビル（旧第一生命ビル）
TEL.0982-22-3570　FAX.0982-31-2789

〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町10-34 熊本花畑ビル5階
TEL.096-311-5015　FAX.096-311-5016

〒892-0844 鹿児島県鹿児島市山之口町1-10 鹿児島中央ビル9階
TEL.099-216-6180　FAX.099-216-6181

〒900-0029 沖縄県那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区ビル1階
TEL.098-941-3230　FAX.098-941-3231

〒176-0012 東京都練馬区豊玉北5-24-2 パシフィックニュー豊玉2階
TEL.03-3948-8292　FAX.03-3948-9427

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-5 吉祥寺本町ビル6階
TEL.0422-28-5515　FAX.0422-28-5516

〒190-0012 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル11階
TEL.042-548-1841　FAX.042-548-1842

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー31階
TEL.03-6418-6761　FAX.03-6418-6762

〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階
TEL.050-3612-3340　

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5階
TEL.03-5333-1545　FAX.03-5333-1546

SCOPEの宛先変更・配送停止をご希望の方
お手数ですがフォームよりお手続きをお願いいたします。

https://www.ht-tax.or.jp/rd/sc3/

【開設】


